
 

入札参加資格審査申請の手引き  

 －令和８～１０年度－ 

一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター 

                令和７年１０月 

 

一般財団法人岐阜県市町村行政情報センターが発注する製造の請負、財産の買い入れ、

その他の契約の入札参加を希望される方は、下記の要領に従い誤りや記入の漏れがない

よう正確に申請書及び提出書類の作成をお願いします。 

この申請の手引き（記載要領）は、名簿登載内容の変更に必要な書類も掲載していま

すので、入札参加資格者名簿有効期限内（令和１１年３月３１日まで）は保管ください。 

 

記 

１ 申請方法 

「入札参加資格審査申請書」及び「必要な提出書類」（添付「付属書類明細の点検表」

を参照）とともに、原則郵送で（持参の場合は受付へ）提出してください。 

※ 持参の場合、窓口での受付業務は行いますが、その場での付属添付書類審査は行

いません。 

２ 受付場所 

 〒５０３－０００６ 岐阜県大垣市加賀野３丁目８２番地３ 

 一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター 総務企画部総務広報課契約担当  

 TEL０５８４－４７－６６０９ E-mail  kksomu@gaic.or.jp  

３ 受付期間 

  令和７年１０月３１日から令和７年１１月２１日（到着分）まで 

    受付期間経過後は随時受付として受付を行います。 

随時受付は登録まで１か月程度時間を要します（１月から４月は繁忙期となるため、

これ以上の時間を要する場合があります。）。 

４ 有効期限 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

５ 入札参加資格 

（１）登録資格のない者 

 次のいずれかに該当する場合は、申請する資格がありません。 

ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産宣告を受け復権を得ていない者。 

イ 営業に関し各種法令に基づき許可、認可、免許等を必要とする場合において、

これらの許可等受けていない者。 

ウ 国税及び地方税を完納していない者。 

エ 会社更生法第１７条第１項又は第２項の規定による更正手続開始の申立をされ

た者にあっては、同法第１９９条第１項若しくは第２項又は第２００条第１項の

規定による更正計画認可の決定を受けていない者。 

オ 民事再生法第２１条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申立をされ

た者にあっては、同法第１７４条第１項の規定による再生計画認可の決定を受け



 

ていない者。 

カ 暴力団（（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。））に該当する者。 

キ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員である者。 

ク 経営が健全でなく、契約の履行が確実であると認められない者。 

（２）セキュリティ対策を必要とする者 

別紙「契約業務分類表」により分類される、０１印刷物製造、０４コンピュータ、

周辺機器、１３建物関連、１４電算関連、１６その他及び２２労働者派遣の委託業

務について、入札参加資格の申請をいただく場合には、別記「セキュリティ対策に

関する確認書」の提出を義務付けしております。 

この場合、以下のセキュリティ対策が講じられていることを前提としております

ので、提出書類の中で対策が不明確な場合は当該業種の登録を不可とします。 

ア セキュリティポリシーを策定していること。 

イ セキュリティの管理責任者を選定していること。 

ウ 従業員から、セキュリティに関する誓約書を提出させていること。 

エ 従業員にセキュリティに関する教育訓練を定期的に実施していること。 

オ セキュリティ問題が発生した場合の連絡体制、処置手順及び再発防止手順が確

立されていること。 

カ 委託業務を再委託する場合、当センターに対し契約に基づき文書により申入れ

を行い、再委託先とセキュリティ要求事項を含めた契約を締結することが必要と

なります。 

（３）情報セキュリティ対策チェックシートを必要とする者 

別紙「契約業務分類表」により分類される、０１印刷物製造及び１４電算関連の

委託業務の希望される場合は「情報セキュリティ対策チェックシート」の提出を義

務付けしております。（特定個人情報（マイナンバー）に係る業務についてはセキュ

リティ対策が実施されていることが必須となりますので、情報セキュリティ対策チ

ェックシートの要件を満たさない場合は委託不可となります。） 

６ 審査結果の通知 

・資格審査の結果、不適合が確認された場合は電話で連絡するため、申請事務担当  

者欄は記載内容を把握している方を記入してください。 

なお、不適合の場合で、必要事項の記載漏れ、修正の必要又は提出書類の不備に

ついて対応がない場合は、入札参加資格の受付を行いませんので御注意ください。 

７ その他注意事項 

（１）提出書類に虚偽の事項を故意に記入した場合叉は入札参加資格者名簿有効期間

内に税金の未納が確認できた場合（税金の完納証明書を求められその証明書が発

行されない場合）は入札参加資格を取り消します。 

（２）申請書の提出後、申請内容に変更があった場合及び営業の停止又は廃止をした場

合は、その旨を届け出てください。 

（３）入札参加資格審査申請書に関する登録の確認が必要な場合には、返信用の「郵便

はがき」を同封し、所定の記載事項を貼付して申し込みください。 



 

添付「付属書類の点検表」を参照のこと。 

（４）書類の到着の有無についての問い合わせは一切受け付けいたしません。 

（５）記載事項に変更があった場合は変更届（任意様式可）を付属書類を添えて提出し

てください。 

 

 

付属書類明細の点検表  

 
提 出 書 類 名 

 

個人 

の 

場合 

 

 

法人 

の 

場合 

ﾁｪｯｸ 

欄 

 

提 出 書 類 の 内 容 

 

入札参加資格審査申請書 
◎ ◎   

入札参加資格審査申請の手引き（記入要領）に従い申請書を作成してください。 

 委任状 

 
 

 

◎   

・代表者以外の支店長等に、センターとの取引上の権限を委任する場合は、委 

任状を作成してください。 

 

別記 

ｾｷｭﾘﾃｨ対策に関する 

確認書 

△ 

 

△ 
 

  

登録業務のコード番号 

01 印刷物製造、04 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・周辺機器、13 建物関連、 

14 電算関連、16 その他、22 労働者派遣 

 の業種を登録する方のみで、それ以外の業種は不要です。 

（認証を受けている場合は写しを添付してください。） 

 

別記２ 

災害時の緊急対策への 

協力に関する確認書 

◎ ◎   

必ず提出してください。 

情報セキュリティ対策チェ

ックシート 
△ 

 

△ 
 

 登録業務のコード番号 

01 印刷物製造、14 電算関連の業種を登録する方は提出が必要となります。 

それ以外の業種は不要です。 

 

商業登記簿謄本 

※ 

× ◎   

法人の場合は必ず提出ください。（写し可） 

 

身元証明書（２種類） 

※ 

◎ ×   

市町村長及び東京法務局が発行する証明書 

（１）及び（２）の２種類 

（１） 本人の本籍地の市町村長が発行する身元（身分）証明書 

（２） 東京法務局の発行する後見登記等ファイルに記録がない旨の証明書 

（問い合わせ先）東京法務局又は最寄りの法務局・地方法務局、東京法務局 

 

消費税等納税証明書 

※ 

◎ ◎   

税務署が発行する「消費税及び地方消費税について未納税額がない旨の証明 

書（様式その３）または（様式その３の３）」を提出ください。（写し可） 

 

市町村民税納税証明書 

※ 

◎ ◎   

登録申請の事業所（委任を行う場合は委任先）における、市町村が発行する証明書

（写し可）（完納証明書でも可） 

 

財務諸表（直前決算時の 

もの） 

 

 

◎ 

 

◎ 

 

  

○個人の場合 
・所得税、事業税等申告書「損益計算書、資産負債調、減価償却費の計算書」 

等の写しを提出してください。 

○法人の場合 
・「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書」の写しを提出してください。 

 

営業許可・認可等の証明

書 

※ 

○ ○   

法令等の規定により営業上の許可・認可・免許等を必要とする場合は、その 

許認可証等の写しを提出ください。（写し可） 

労働者派遣、運送事業等で許認可が必要な業務については必ず写しを提出してく 

ださい。 

 

暴力団排除に関する誓約

書 

◎ ◎   

必ず提出してください。 



 

 

Ａ４判透明クリアファイル 
◎ ◎   

書類左側２箇所パンチ穴を開け、ひも綴じしてＡ４判透明クリアファイルに入れ 

て提出してください。 

（書類の追加ができるよう、ホチキスでは綴じないでください。） 
 

 

受付用確認用の返信用 

はがき）郵便はがき又は

切手貼付済はがき（１枚） 

 

□ 

 

□ 

 ・資格審査申請登録済みのお知らせ 

なお、記入内容等は、別紙「受付確認用の返信用はがきについて」を参照くだ

さい。連絡が不要な場合は必要ありません。 

 

◎印は必須、○印は該当する場合に提出ください。□は希望する方のみとします。 

△印は該当する場合には提出必須となります。 

※印の提出書類は（写し可）発行日から３か月以内に発行されたものに限ります。 

×は、提出の必要はありません。 

 

別紙 

 受付確認用の返信用はがきについて 

○ 入札参加資格審査登録済の確認を希望する場合は、以下の書式をはがきの裏面に

貼り付け、同封してください。 

  なお、表面には貴社の住所・社名、裏面には貴社名を忘れずに記入ください。 

・１枚目              

郵便はがき（裏面）         

令和８年度～令和１０年度の入札参加 

資格審査申請登録済のお知らせ 
（受付ＮＯ．        ） 

                    様  

（貴社名ゴム印等で記名ください。） 

 

申請のありました表記の件につきましては、受理

されましたので、お知らせします。 

 
ｷ 

ﾘ 

ﾄ 

ﾘ 

 

 

 

 

一般財団法人岐阜県市町村行政情報センター 

                      印・ 

 

 

 

 

 

 

 

本書をキリトリの上「はがき」に貼付してください。 



 

別表     

       契 約 業 務 分 類 表                  

 

分類 

 

ｺｰﾄﾞ

番号 

 

業務名 

 

業務内容の詳細区分 

 
印刷 ０１ 印刷物製造 ①一般印刷、軽印刷、 

②ﾌｫｰﾑ印刷 

③地図印刷 

④二次（封入・封緘等）作業 

０２ ｺﾋﾟｰ、青写真等 ①ｺﾋﾟｰ、青写真、ﾏｲｸﾛ印刷、ﾄﾚｰｽ等 

事務用機器・文

具 
０３ 事務用品・機器、OA

用品類 

①文具、事務機器 

②ｺﾞﾑ印、 

③用紙、OA 用品等 

０４ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ、周辺機器 ①ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ機器、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ周辺機器 

②機器保守・修繕等 

③ｿﾌﾄ使用権 

０５ ソフトウエア ソフトウエア販売等 

 

ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ ２１ 機器等ﾘｰｽ・ﾚﾝﾀﾙ 機器ﾚﾝﾀﾙ・ﾘｰｽ等 

什器 ０６ 家具類 木製家具、鋼製家具、ｶｰﾃﾝ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、ｶｰﾍﾟｯﾄ等 

 

 

 

機械機器 

 

０７ ｶﾒﾗ、視聴覚、電気機

器 

ｶﾒﾗ、視聴覚機器、映像機器、写真現像ﾌﾟﾘﾝﾄ、写真撮影、家庭用電

気機器、電気通信機器、電気工事材料、電装品、保守点検、修理等 

０８ 理化学、医療関連機

器 

医療機器、理化学機器、分析機器、光学機器等 

０９ その他の機器類 工事作業機器、農業機械、建設機械、林業機械、産業機械、消火器、

非難器具、防犯装備品、自動販売機、ﾎﾟﾝﾌﾟ、計測機会、厨房機器

等 

運搬器具 １０ 自動車関連 ① 自動車販売（修理）、③特殊車、ｵｰﾄﾊﾞｲ等 

② 自動車（ﾘｰｽ） 

１１ その他 ﾎﾞｰﾄ、航空機装備品等 

燃 料 油 脂 ・ 薬

品・材料 

１２ 燃料油脂、薬品、各

種材料類 

① ｶﾞｿﾘﾝ、灯油、重油、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 

②工業薬品、化学薬品凍結防止剤、鋼材、ｶﾞﾗｽ、木材家具、塗料、

畳、管類、ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ等 

 

 

 

 

 

 

委託業務 

２２ 労働者派遣 ①事務派遣 

②技術者派遣（ＳＥ、プログラマ等） 

③講師派遣 

１３ 建物関連 ①建物管理（警備、設備保守点検、受付業務等） 

②清掃業務（建物、貯水槽等）害虫駆除等 

③工事･作業 

１４ 電算関連 ①計算、 

②ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ作成・開発・OCR・ｾｯﾄｱｯﾌﾟ 

③ｼｽﾃﾑ設計・開発・機能追加等 

④設備設計・施行・保守 

⑤ﾃﾞｰﾀ入力（ﾊﾟﾝﾁ）・電子帳票・COM 

⑥ｼｽﾃﾑ保守等 

１５ 広告、看板、標識 ｲﾍﾞﾝﾄの企画、運営、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、番組、ﾋﾞﾃﾞｵ作成、看板、幕、ﾃﾞｨｽﾌﾟ

ﾚｲ品、道路標識等 

１６ その他 ① 調査、検査、測定、検診 

② 産業廃棄物処理、廃棄物収集運搬 

③ 紙類廃品回収・買受 

④運送（配送） 

⑤旅行、倉庫、給食業務、保険 

 

百貨、日用品 
１７ 被服、衣料、寝具 作業服、防災被服、寝具等 

１８ 百貨、記念品、日用

品類 

荒物雑貨、日用雑貨、記章、記念品、貴金属、贈答品 

教育・文化 １９ 教育文化用品 書籍、教材、ｽﾎﾟｰﾂ用品等 

その他 ２０ その他（他に分類で

きないもの） 

その他 

 


